
 

総 務 課 

 

       議案第１号 

         港区行政手続条例の一部を改正する条例について 

 

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号。以下「一括法」といいます。）の施行

による行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「法」といいます。）の一部改正を踏ま

え、聴聞等の通知に係る公示送達の方法を変更するため、港区行政手続条例（平成８年港

区条例第２９号。以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 背景 

  令和４年６月、国のデジタル臨時行政調査会により「デジタル原則に照らした規制の

一括見直しプラン」が決定され、書面掲示をはじめとする行政による代表的なアナログ

規制の見直しが必要であるとされました。 

  これを踏まえ、法については、聴聞等の通知に係る公示送達の方法をインターネット

による公表等とする改正が行われました。 

 

２ 法と条例の関係 

  地方公共団体が行う処分等のうち、条例等に基づくものについては、法の適用が除外

され、代わりに、法の趣旨にのっとり必要な措置を講ずる努力義務が課されています。 

  当該努力義務を受け、区では、法と同様の規定を定めた条例を制定しています。 

 

３ 条例の改正内容 

  法の改正の趣旨を踏まえ、不利益処分の名宛人の所在が判明しない場合における「聴

聞」及び「弁明の機会の付与」の通知に係る公示送達の方法を、以下のように変更しま

す。 

  現 行：掲示場での書面の掲示のみ 

  改正後：「区規則で定める方法（インターネットによる公表を想定）により不特定多

数の者が閲覧することができる状態に置くこと」に加え、①又は②のどちら

かを実施 

       ①掲示場での書面の掲示 

       ②事務所に設置したパソコン画面での表示 

 

４ 施行期日 

  令和８年５月２１日（一括法の施行日と同日） 
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